
四

金
融
制
度
及
び
証
券
取
引
制
度
の
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）

第

四

条

に

よ

る

改

正

後

現

行

附

則

附

則

第
十
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
一
の
銀
行
等
（
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の

第
十
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
一
の
銀
行
等
（
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の

他
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

他
新
証
券
取
引
法
第
四
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
を
い
う

法
律
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
券
取
引
法
（
以
下
こ
の
条

。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
一
の
銀
行
等
に
係
る

及
び
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
平
成
十
年
証
券
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

銀
行
等
の
子
会
社
（
一
の
銀
行
等
に
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附

り
発
行
済
株
式
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ

則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
一
の
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の
子
会
社
（
一

て
得
た
数
を
超
え
る
株
式
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
出
資
（
議
決
権

の
銀
行
等
に
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
発
行
済
株
式
（
議
決

の
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
に
百
分
の
五
十
を

権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
株

乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
出
資
を
所
有
さ
れ
て
い
る
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

式
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
出
資
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。

び
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
の
銀
行
等
及
び
当
該
銀
行
等
に
係

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え

る
銀
行
等
の
子
会
社
が
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
過
半
数
の

る
出
資
を
所
有
さ
れ
て
い
る
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
に

株
式
（
新
証
券
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
過
半
数
の
株
式
を

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
の
銀
行
等
及
び
当
該
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の
子
会
社
が

い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
二
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
有
す
る

総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
過
半
数
の
株
式
（
平
成
十
年
証
券

株
式
会
社
に
新
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
免
許
を
す
る
場

取
引
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
過
半
数
の
株
式
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
（
株
券
及
び
新
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号

ら
附
則
第
二
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
有
す
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
平

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

成
十
年
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
登
録
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等

び
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
付
け
に
係
る
も
の
を
除
き
株
券
等
に

（
株
券
及
び
平
成
十
年
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

係
る
新
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は

う
ち
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
七
条
に

な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。



お
い
て
同
じ
。
）
の
売
付
け
に
係
る
も
の
を
除
き
株
券
等
に
係
る
平
成
十
年
証
券
取

引
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の

条
件
を
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

平
成
十
年
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
（
以
下
こ
の
項

一

新
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
（
以
下
こ
の
項
及
び
附

及
び
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
募
集
の
取
扱
い
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
顧

則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
募
集
の
取
扱
い
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
顧
客
に
取

客
に
取
得
さ
せ
る
株
券
等
（
取
得
の
時
か
ら
継
続
し
て
当
該
顧
客
の
た
め
に
保
護

得
さ
せ
る
株
券
等
（
取
得
の
時
か
ら
継
続
し
て
当
該
顧
客
の
た
め
に
保
護
預
り
を

預
り
を
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

募
集
の
取
扱
い
等
に
よ
り
顧
客
に
取
得
さ
せ
る
新
株
引
受
権
を
表
示
す
る
証
券

二

募
集
の
取
扱
い
等
に
よ
り
顧
客
に
取
得
さ
せ
る
新
株
引
受
権
を
表
示
す
る
証
券

又
は
証
書
及
び
平
成
十
年
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
証
券
又

又
は
証
書
及
び
新
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
証
券
又
は
証
書

は
証
書
の
う
ち
新
株
引
受
権
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

の
う
ち
新
株
引
受
権
を
表
示
す
る
証
券
又
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
附
則

（
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
新
株
引
受
権
証
券
等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
顧

第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
新
株
引
受
権
証
券
等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
顧
客
に
取

客
に
取
得
さ
せ
た
時
か
ら
継
続
し
て
当
該
顧
客
の
た
め
に
保
護
預
り
を
す
る
も
の

得
さ
せ
た
時
か
ら
継
続
し
て
当
該
顧
客
の
た
め
に
保
護
預
り
を
す
る
も
の
に
表
示

に
表
示
さ
れ
る
新
株
引
受
権
の
行
使
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
株
券
等

さ
れ
る
新
株
引
受
権
の
行
使
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
株
券
等

三

募
集
の
取
扱
い
等
に
よ
り
顧
客
に
取
得
さ
せ
る
転
換
社
債
券
及
び
平
成
十
年
証

三

募
集
の
取
扱
い
等
に
よ
り
顧
客
に
取
得
さ
せ
る
転
換
社
債
券
及
び
新
証
券
取
引

券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
転
換
社
債
券
の
性
質
を

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
転
換
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る

有
す
る
も
の
（
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
転
換
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）
で

も
の
（
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
転
換
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
顧

当
該
顧
客
に
取
得
さ
せ
た
時
か
ら
継
続
し
て
当
該
顧
客
の
た
め
に
保
護
預
り
を
す

客
に
取
得
さ
せ
た
時
か
ら
継
続
し
て
当
該
顧
客
の
た
め
に
保
護
預
り
を
す
る
も
の

る
も
の
の
転
換
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
株
券
等

の
転
換
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
株
券
等

四

募
集
の
取
扱
い
等
に
よ
り
顧
客
に
取
得
さ
せ
る
新
株
引
受
権
付
社
債
券
及
び
平

四

募
集
の
取
扱
い
等
に
よ
り
顧
客
に
取
得
さ
せ
る
新
株
引
受
権
付
社
債
券
及
び
新

成
十
年
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
新
株
引
受
権

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
新
株
引
受
権
付
社
債

付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
新
株
引
受
権

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
附
則
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
新
株
引
受
権
付
社
債

付
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
顧
客
に
取
得
さ
せ
た
時
か
ら
継
続
し
て
当
該

券
等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
顧
客
に
取
得
さ
せ
た
時
か
ら
継
続
し
て
当
該
顧
客
の

顧
客
の
た
め
に
保
護
預
り
を
す
る
も
の
に
表
示
さ
れ
る
新
株
引
受
権
の
行
使
に
よ

た
め
に
保
護
預
り
を
す
る
も
の
に
表
示
さ
れ
る
新
株
引
受
権
の
行
使
に
よ
り
取
得



り
取
得
さ
れ
る
株
券
等

さ
れ
る
株
券
等

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
一
の
銀
行
等
、
一
の
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
一
の
銀
行
等
、
一
の
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の

子
会
社
又
は
一
の
銀
行
等
及
び
当
該
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の
子
会
社
が
総
理
府
令

子
会
社
又
は
一
の
銀
行
等
及
び
当
該
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の
子
会
社
が
総
理
府
令

・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
十
年
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
登
録

・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
新
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号

を
受
け
て
い
る
証
券
会
社
の
過
半
数
の
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、

の
免
許
を
受
け
て
い
る
証
券
会
社
の
過
半
数
の
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

当
該
証
券
会
社
の
登
録
に
、
株
券
等
に
係
る
平
成
十
年
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項

に
は
、
当
該
証
券
会
社
の
免
許
に
、
株
券
等
に
係
る
新
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
株
券
等
の
売
付
け
に
係

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
株
券
等
の
売
付
け
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
一
の
銀
行
等
、
一
の
銀
行
等
に
係
る

第
二
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
一
の
銀
行
等
、
一
の
銀
行
等
に
係
る

銀
行
等
の
子
会
社
又
は
一
の
銀
行
等
及
び
当
該
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の
子
会
社
が

銀
行
等
の
子
会
社
又
は
一
の
銀
行
等
及
び
当
該
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
の
子
会
社
が

総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
国
証
券
会
社
（
金
融
シ
ス
テ
ム

総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
国
証
券
会
社
（
第
十
六
条
の
規

改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
外
国
証
券
業
者
法

の
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
平
成
十
年
外
国
証
券
業
者
法
」
と
い

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
第
二
号
の
免
許
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の

う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
平
成
十
年
外
国

新
外
国
証
券
業
者
法
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
過
半
数
の
株
式
又
は
過

証
券
業
者
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
過
半
数
の
株
式
又
は
過
半
数

半
数
の
出
資
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
証
券
会
社
の
免
許
に

の
出
資
を
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
証
券
会
社
の
登
録
に
、
次

、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
の
売
付
け
に
係
る
も
の
を
除
き
株
券
等
に
係
る
新
外
国
証
券

に
掲
げ
る
株
券
等
の
売
付
け
に
係
る
も
の
を
除
き
株
券
等
に
係
る
平
成
十
年
証
券
取

業
者
法
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付

引
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
件
を
付
す
る
こ
と
で
き
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）


